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新居浜市航路改善計画策定業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目 的  

この実施要領は、新居浜市（以下「市」という。）が発注する「新居浜市航路改善計画策定業務」（以

下「本業務」という。）の委託事業者を、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）

により選定するために必要な事項を定めるものである。  

 

２ 業務概要  

（１）業務名  

新居浜市航路改善計画策定業務 

（２）業務内容  

新居浜市大島～黒島航路の航路調査を行い、航路の現状及び課題を明確にするとともに、船舶

（くろしま）の代替船建造を視野に入れ、将来にわたり航路を維持するための指針となる「新居

浜市航路改善計画」を作成するもの。 

詳細は、別紙「新居浜市航路改善計画策定業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３）履行期間  

契約締結の日から令和９年２月２６日（金）まで 

（４）提案上限額  

５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）  

提案見積書の金額が上限額を超過した場合は失格とします。 

 

３ 事業担当課  

〒７９２－８５８５ 愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番１号 

新居浜市経済部地域交通課  

電 話 ０８９７－６６－７０１０ （直通）  

ＦＡＸ ０８９７－６５－１３０５  

Ｅ-mail koutsu@city.niihama.lg.jp  

 

４ 参加資格  

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の要件を全て満たすものとする。  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定ほか、次の要件に該

当しない者であること。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更

生手続開始決定がされていないこと。 

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再

生手続開始決定がされていないこと。 

   ウ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員（執行役員を含む。）又は

その支店若しくは営業所の代表者をいう。）が暴力団員等（新居浜市暴力団排除条例（平成２３年

条例第２９号）第２条第３号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日
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から５年を経過しない者をいう。）であると認められること。 

（２）公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は新居浜市の指名停止

措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

（３）令和７・８年度新居浜市入札（見積）参加資格申請書を提出し、参加資格を有すると認定されて

いること。 

（４）中国・四国内に本店、支店又は営業所を有すること。  

（５）新居浜市税、国税及び県税を滞納していないこと。  

（６）当該業務の実施年度以前において新居浜市航路改善計画策定業務と種類及び規模が同等又は類似

の業務について業務受託の実績（実施中のものも含む。）を有する者。 

  【同等の業務】 

   ・航路調査（航路改善計画策定含む） 

【類似の業務】  

   ・交通関係の市場調査等 

 

５ スケジュール  

本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。  

項  目 期  間  等 

公告日   令和８年６月１９日（金） 

参加申込書等受付期間 令和８年６月１９日（金）～令和８年７月２日（木） 

質問受付期間 令和８年６月１９日（金）～令和８年６月２５日（木） 

質問回答期日 令和８年６月３０日（火） 

企画提案書提出期間 令和８年７月２日（木）～令和８年７月２２日（水） 

審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 令和８年７月２８日（火）～令和８年７月３０日（木）の間の１日 

審査結果通知 令和８年８月７日（金）まで 

委託契約締結 令和８年８月上旬 

 

６ 参加申込の手続等  

本プロポーザルへの申込みを希望する場合は、次により参加申込書を提出すること。なお、参加申

込書、プロポーザル実施要領等、公募に関する資料・様式類は、新居浜市（地域交通課）のホームペ

ージからダウンロードすること。  

（１）提出書類  

ア 公募型プロポーザル参加申込書兼誓約書（様式１）  

イ 会社概要書（様式２）  

ウ 業務受託実績書（様式３）  

（２）提出期限 

令和８年７月２日（木）１７時１５分まで  

（３）提出方法  

持参（閉庁日を除く８時３０分から１７時１５分までの執務時間内）又は郵送（簡易書留郵便に限

り、提出期限までに必着のこと。）により提出しなければならない。 

（４）提出先  
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新居浜市 経済部地域交通課 

 

７ 質問及び回答  

本プロポーザルに関する質問は、次のとおり質問書を提出すること。  

（１） 提出書類  

質問書（様式４）  

（２） 質問受付期限  

令和８年６月２５日（木）１７時１５分まで  

（３） 提出方法  

質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。なお、質問書提出後に

電話により受信確認を行うこと。  

（４）提出先  

新居浜市 経済部地域交通課（koutsu@city.niihama.lg.jp） 

（５） 回答方法  

質問に対する回答は、令和８年６月３０日（火）までに電子メールで回答するとともに、新居浜市

（地域交通課）のホームページに掲載する。ただし、本業務の受託候補者の特定において、公平性を

保てないと判断される質問については回答・公表しない場合がある。なお、質問のあった事業者名は

公表しない。  

 

８ 辞退届の提出  

参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、次の方法により辞退届を提出する

こと。 

なお、この場合、その他の事業に不利益を被ることはないものとする。 

（１）提出書類  

辞退届（様式５）  

（２）提出期限  

令和８年７月２２日（水）１７時１５分まで  

（３）提出方法  

持参又は郵送（簡易書留郵便に限る。）  

（４）提出先   

新居浜市 経済部地域交通課 

 

９ 企画提案書等の提出  

（１）提出書類  

  ア 企画提案書提出届（様式６） 

イ 企画提案書（任意様式）  

ウ 業務工程表（任意様式）  

エ 見積書（様式７）及び内訳書（任意様式） 

（２）作成上の留意点  

ア 企画提案書は、Ａ４判、用紙縦置き、横書き両面印刷、左綴じで製本すること。  

mailto:koutsu@city.niihama.lg.jp
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イ 文字の大きさは、原則として１１ポイント以上にする。  

ウ 企画提案書及び業務工程表は、表紙を除いて合わせて６ページ以内とする。  

エ Ａ３判を使用する場合は、Ａ４判の大きさで３ツ折にすること。なお、Ａ３判１ページはＡ４

判２ページと数えることとするが、白紙面についてはページ数に入れない。 

オ 文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。  

カ 企画提案書の印刷の色は、カラー、白黒を問わない。  

キ 使用言語は日本語とし、企画提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、同一ページ

に注釈をつけること。  

ク 企画提案書の表紙には、タイトルを「新居浜市航路改善計画策定業務」とし、提出年月日を記

載し、正本には、会社名、会社印、代表者名・代表者印を記名押印すること。  

（３）提出部数  

企画提案書、業務工程表 正本各１部、副本各７部 

見積書及び内訳書 正本１部 

（４）提出期限 

令和８年７月２２日（水）１７時１５分まで  

（５）提出方法  

持参（閉庁日を除く８時３０分から１７時１５分までの執務時間内）又は郵送（簡易書留郵便に限

り、提出期限までに必着のこと。）により提出すること。  

（６）提出先  

新居浜市 経済部地域交通課 

 

１０ 審査（プレゼンテーション）  

提出された企画提案書に基づき、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。  

（１）実施日時 

 令和８年７月２８日（火）から令和８年７月３０日（木）までの間の１日とし、詳細については、

対象者に別途通知する。  

（２）実施場所 

   対象者に別途通知する。 

（３）所要時間  

準備 ５分以内  

企画提案プレゼンテーション １５分以内  

企画提案ヒアリング １５分程度  

（４）内 容 企画提案書の内容  

（５）出席者 ３名以内とする。  

（６）その他 

ア プレゼンテーションに必要な機器は持参すること。  

イ プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとし、提案書にない追加提案の

資料配布は認めない。 ただし、これらを踏まえた上で、パソコン等による説明は許可する。 

ウ プレゼンテーションは非公開とする。 
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１１ 受託候補者の選定  

（１）審査手順  

ア 市が設置する審査委員会において、別紙選定基準により評価した評価点の合計が最も高い者を

受託候補者として選定する。なお、最高得点者が２者以上になった場合は、審査委員会の委員長

が決定する。  

イ 受託候補者として選定された者と契約内容等について協議を行う。ただし、この受託候補者と

合意に至らなかった場合等は、次に評価点の合計が高い者から順に協議を行う。 

ウ 参加者が１者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた項目において各審査委員の評

価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。 

（２）結果通知 

審査結果については、令和８年８月７日（金）までに事業担当課から公募型プロポーザル審査結

果通知書（様式８）により、全ての申込者へ通知する。 

また、受託業者決定後、速やかに業者名、各業者の評価結果を新居浜市（地域交通課）のホーム

ページで公表する。 

 

１２ 契約の手続  

業務仕様書及び受託候補者の企画提案書等の内容を基本に協議の上、新居浜市契約規則に基づき契

約を締結する。受託候補者の企画提案書等の記載内容を原則として契約時の仕様とするが、本業務の

目的達成のため、必要な範囲において、受託候補者との協議により、項目を追加、変更及び削除する

場合がある。  

また、これにより見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行う場合がある。  

 

１３ その他留意事項  

（１）本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）企画提案書は、１事業者につき１案とする。  

（３）提出期限後の企画提案書等の修正、変更は一切認めない。  

（４）提出された企画提案書等は返却しない。  

（５）企画提案書については、受託候補者の選定のために使用するものとし、公表しないが、情報公開

請求があった場合、新居浜市情報公開条例施行規則に基づき公開する場合がある。 

（６）提出された企画提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。 

（７）審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、異議申立て等は受け付けないものとす

る。 

（８）次のいずれかに該当する場合は失格とする。  

ア 参加資格の要件を満たさなくなった場合  

イ 提出書類が提出期限までに提出されなかった場合  

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合  

エ 提出書類に不備、錯誤等があり、再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出されなかっ

た場合 

オ 提案見積書の金額が上限額を超過した場合 

カ 企画提案書の作成にあたり、第三者の特許権、著作権、商標権、実用新案権その他の排他的権
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利を侵害した場合  

キ プレゼンテーションに参加しなかった場合  

ク 選定の公平性を害する行為があった場合  

ケ アからクまでに定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合  

（９）本実施要領に定めるもののほか、必要な事項については新居浜市が定める。 
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選定基準 

 

区分 評価事項 

配点 最低

水準

点 

企業評価 ・新居浜市入札参加資格登録において「調査業務」の登録があるか。 

  ①登録有り・・・5点 

  ②登録なし・・・0点 

5 5 

・当該業務と同等（航路調査及び航路改善計画策定）又は類似（交

通関係の市場調査等）の業務について、元請としての実績があるか。 

  ①同等の業務実績がある・・・5点 

  ②類似の業務実績がある。・・・3点 

  ③実績なし・・・参加資格なし 

5 3 

説明方法 ・説明は分かりやすく論理的で説得力があるか。 

・業務遂行に必要な意欲、熱意を有しているか。 10 6 

業務工程等 ・適切な業務工程と役割分担が具体的に提案され、それらが実現可

能であるか。  20 12 

提案全般について ・仕様書の内容を踏まえ、業務の目的や条件等を理解した提案とな

っているか。 15 9 

航路の課題把握と

改善提案について 

・調査、結果分析、将来予測等の方法が具体的に提案され、航路の

課題の明確化が期待できるか。 15 9 

・航路維持の指針となる具体的な課題改善方策の提案が期待できる

か。 30 18 

提案価格 （最も安価な業者の見積金額／当該業者の見積金額）×１０点（小

数点以下第１位で四捨五入） 

※最も安価な業者は満点（１０点）とする。 
10 ― 

 

 

 

 

 

 



8 

 

様式１  

令和   年  月  日  

 

（宛先）新居浜市副市長 

 

 

公募型プロポーザル参加申込書兼誓約書 

 

新居浜市航路改善計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領に基づき、参加の申

し込みをします。 

なお、参加資格要件を全て満たしていること及び本プロポーザルにて提出する書類の内

容については、事実と相違ないことを誓約します。  

 

商号又は名称 

及び代表者 

フリガナ 

                         ㊞ 

所 在 地  

連絡責任者 

フリガナ 所属部署 

 

  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  
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様式２  

会 社 概 要 書 

令和  年  月  日  

商号又は名称  

代表者氏名  

所在地  

連絡先（電話・ＦＡＸ） 電話           FAX 

設立年月日  

資本金                  円 

従業員数                  名 

売上高（直近３か年度） 

令和 年 円 

令和 年 円 

令和 年 円 

株式上場の有無（証券市場） 有 ・ 無 
証券取引所 

市場第 部 

本業務に係る最寄りの支店、  

営業所の所在地 
 

本業務に係る最寄りの支店、  

営業所の従業員数 
                 名 

会社の公的資格取得（取得年

月日も記載すること） 

（  年  月  日） 

（  年  月  日） 

その他特記事項  



10 

 

様式３  

業務受託実績書 

区分 
実績※１ 

１ ２ ３ 

契約業務名    

業務内容    

契約金額 円 円 円 

履行期間 

 年 月 日 

～ 

 年 月 日 

 年 月 日 

～ 

 年 月 日 

 年 月 日 

～ 

 年 月 日 

発注者名 

※２ 
   

事項 

※３ 
   

※注１ 過去５年間の当業務と同等又は類似業務の契約実績を記載すること。また、業務実績の内容が

確認できる書類（契約書の写し等）を添付すること。  

※注２ 公共団体名及び課名まで記入すること。  

※注３ 業務遂行上、他社と比較して独創的な内容を取り入れたもの、又は強調した点があれば記入す

る。  
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様式４  

令和  年  月  日  

 

（宛先）新居浜市副市長  

 

 

所 在 地  

商号又は名称  

代表者氏名            印  

 

 

   新居浜市航路改善計画策定業務に係る公募型プロポーザル質問書 

 

 

次の項目を質問します。 

 

質 問 項 目 詳 細 内 容 

 

 
 

 

連絡担当者  所 属 

役 職 

氏 名 

電 話 

ＦＡＸ 

E-mail 
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様式５  

 

 

 

辞 退 届 
 

 

 

業務名：新居浜市航路改善計画策定業務 

 

 

 

上記業務の公募型プロポーザル参加申し込みをしましたが、都合により辞退します。  

 

令和  年  月  日  

 

 

 

（宛先）新居浜市副市長  

 

 

 

所 在 地  

 

商号又は名称  

 

代表者氏名              印  
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 様式６ 

令和  年  月  日  

 

（宛先）新居浜市副市長  

 

 

所 在 地  

商号又は名称  

代表者氏名            印  

 

 

企画提案書提出届 

 

 

 新居浜市航路改善計画策定業務に係る企画提案書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡担当者  所 属 

役 職 

氏 名 

電 話 

ＦＡＸ 

E-mail 
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様式７ 

 

令和  年  月  日  

 

 

（宛先）新居浜市副市長  

 

 

所在地  

商号又は名称  

代表者                 印  

 

 

見 積 書 
 

 

新居浜市航路改善計画策定業務の企画提案について見積金額を、次のとおり見積りしま

す。  

 

企画提案見積金額  

百 

 

 

十 

 

 

万 

 

 

千 

 

 

百 

 

 

十 

 

 

円 

 

 

（消費税及び地方消費税相当額を含む。）  
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様式８ 

第  号  

令和  年  月  日  

 

         様 

 

 

新居浜市副市長  

       

 

 

公募型プロポーザル審査結果通知書 

 

 

 年 月 日付けで提案のありました、公募型プロポーザル審査結果について、次のと

おり通知します。 

 

 

１ 業 務 名  「新居浜市航路改善計画策定業務」 

 

２ 結  果  （１）審査の結果、受託候補者として選定しました。契約の手続に向け

て、担当より連絡いたします。 

 

        （２）審査の結果、受託候補者となりませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


